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子どもの飛び出しに注意すること（公園や学校近くでは子どもの飛び出しに注意してください）
速度の出しすぎ、急ブレーキに注意すること
路面状態に注意すること
連続してブレーキを使用する場合は、ブレーキの状態に注意すること（長い下り坂で連続してブ
レーキを使い続けると、ブレーキの効きが悪くなる場合があります。このような場合は小刻みに
ブレーキを操作するようにしてください。）
走行前に自転車に異常がないか点検すること

●
●
●
●

●

[ 自転車運転者講習の対象となる違反行為 ]
以下の違反行為は、自転車運転者講習の対象となります。

信号無視【道交法第 7 条】
通行禁止違反【道交法第 8 条第 1 項】
歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）【道交法第 9 条】
通行区分違反【道交法第 17 条第 1 項、第 4 項又は第 6 項】
路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第 17 条の 2 第 2 項】
遮断踏切立入り【道交法第 33 条第 2 項】
交差点安全進行義務違反等【道交法第 36 条】
交差点優先車妨害等【道交法第 37 条】
環状交差点安全進行義務違反等【道交法第 37 条の 2】
指定場所一時不停止等【道交法第 43 条】
歩道通行時の通行方法違反【道交法第 63 条の 4 第 2 項】
制動装置（ブレーキ）不良自転車運転【道交法 63 条の 9 第 1 項】
酒酔い運転【道交法第 65 条第 1 項】
安全運転義務違反【道交法第 70 条】
妨害運転（交通の危険のおそれ、著しい交通の危険）【道交法第 117 条の 2 の 2 第 11 号、第
117 条の 2 第 6 号】
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[ 自転車安全利用五則 ]
自転車を利用するにあたって、被害者・加害者にならない為に以下の「自転車安全利用五則」（2007
年 7 月 10 日警察庁交通対策本部決定）を遵守してください。

①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
　飲酒運転・二人乗り・並進の禁止・夜間はライトを点灯・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用




































































































